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 本委員会に付託された事件について、審査の結果を別紙のとおり、丹波市議

会会議規則第109条の規定により報告します。 



１ 審査に付した事件 

・同意第10号 丹波市教育委員会委員の任命について 

・議案第91号 市有財産の無償貸付について 

・議案第92号 丹波市行政組織条例の一部を改正する条例の制定につ 

いて 

・議案第93号 丹波市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条 

例の制定について 

・議案第94号 指定管理者の指定について 

・議案第95号 丹波市立文化ホール条例の全部を改正する条例の制定 

について 

・議案第96号 丹波市立三ッ塚ふれあいセンター愛育館の廃止につい 

  て 

・議案第97号 丹波市立スポーツ施設条例の一部を改正する条例の制 

定について 

・議案第98号 丹波市立スポーツ施設条例の一部を改正する条例の制 

定について 

・議案第99号 丹波市買戻し特約財源基金条例の一部を改正する条例 

の制定について 

・議案第100号 市有財産の売払いについて 

 

２ 審査の経過 

(１) 審査日時 

・令和７年12月15日（月）午前９時30分から 

(２) 説明員として出席を求めた者 

・副市長 

・教育長 

・技監兼入札検査部長 

・ふるさと創造部長 

・総務部長 

・まちづくり部長 

・財務部長 

・教育部長 

・会計管理者 

 

３ 審査の結果 

   ２(２)に記載の関係者の出席を求め詳細な説明を受け審査を行った。 

   本委員会に付託された同意第10号については賛成全員により同意すべき

もの、また、議案第91号、議案第93号及び議案第95号から議案第100号ま

でについては賛成全員により、議案第92号及び議案第94号については賛成

多数により、原案のとおり可決すべきものと決定した。  

 

４ 審査の主な意見 

（１） 議案第92号 丹波市行政組織条例の一部を改正する条例の制定につい

て 



入札検査部の所管を財務部に移管する目的及び独立性の確保について

質疑が多くあった。当局におかれては、入札検査室の独立性を保持され

たい。 

 

(２)  議案第94号 指定管理者の指定について 

指定管理者は、受任する業務を市に代わり履行すべき責務があり、その

ため、募集から選定に至るまで詳細に規定されている。 

当局におかれては、新指定管理者が事業を継続し、専門性を生かした活

動をされるよう指導され、市民が混乱に陥ることがないようにされたい。 

 


